
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ １

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 市民生活相談、法律相談、登記相談ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 
個人情報ファイルの利用目的

市民の悩み事や困りごとについて行政指導相談員や専門

家が相談に応じ、適切なアドバイスを行い、市民生活の向

上を図るため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4性別、5生年月日、6年齢、

7本籍・国籍、8続き柄、9 親族関係、10 婚姻歴、11 家庭

状況、12 居住状況、13職業・職歴、14 財産・収入・負債

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

相談者及び関係者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
相談者及び関係者からの聞き取り

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 ☑有　　□無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

□有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
２，０００

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ２

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 消費生活相談ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 
個人情報ファイルの利用目的

市民の消費生活に関する相談や苦情に対して、消費生活相

談員等が適切な助言やあっせんを行うことにより、市民の

消費生活の安定及び向上に資するため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4性別、5生年月日、6年齢、

7続き柄、8親族関係、9家庭状況、10 居住状況、11 職業・

職歴、12 財産・収入・負債、13納税状況、14 公的扶助

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

相談者及びその関係者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
相談者及びその関係者からの聞き取り

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 ☑有　　□無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
７，３５０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ３

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 市営墓地管理ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 個人情報ファイルの利用目的 市営墓地の使用を許可し、適切な管理を行うため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5本籍、6続柄、

7登録口座、8使用墓地、9埋蔵者情報

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

市営墓地使用者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
使用者本人

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
１，０５０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ４

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 見笹霊園管理ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 個人情報ファイルの利用目的 見笹霊園の使用を許可し、適切な管理を行うため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4生年月日、5本籍、6続柄、

7登録口座、8使用墓地、9埋蔵者情報

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

見笹霊園墓所使用者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
使用者本人

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
３，１５０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ５

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 斎場管理ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 個人情報ファイルの利用目的 火葬業務を適正に執行するため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1死亡者本籍、2死亡者住所、3 死亡者氏名、4 性別、5生

年月日、6死因、7死亡年月日、8死亡場所、9火葬場所、

10 申請者住所、11申請者氏名、12 死亡者との続柄

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

斎場の使用許可を受けた者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
使用許可を受けた本人又はその関係者

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

□電算処理ファイル（次の項へ） 

☑マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

□有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
１，３００

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ６

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 御殿山会館ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 個人情報ファイルの利用目的 御殿山会館の貸出事務の適切な執行を図るため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4地位・役職、5趣味・し好、

6口座情報

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

御殿山会館の利用許可の申請をする者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
利用責任者及びその関係者からの申請

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
４，４５０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ７

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 特殊詐欺対策電話機等補助金申請交付ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課生活係

 個人情報ファイルの利用目的 補助金交付事務の適切な執行を図るため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1名前、2住所、3電話番号、4口座情報

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

特殊詐欺対策電話機等補助金申請者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
補助金申請者又はその代理人からの申請

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
１４０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ５ １ ０ ８

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 高齢者運転免許証自主返納支援者ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

市民部生活課交通政策係

 
個人情報ファイルの利用目的

高齢運転者の運転免許証自主返納によるリーバス・予約バ

ス無料乗車券の交付に必要な案件を満たしているか確認

するため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3生年月日、4返納した免許の種類

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

運転免許証を自主返納した高齢者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
申請者本人

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組

織の名称及び所在地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規

定による特別の手続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル　処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無

☑有　　□無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
２，５００

 備 考


